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死刑制度検討連絡協議会主催公開セミナー実施報告

はじめに1

現在、日本の死刑執行に関す
る情報は、死刑執行後に執行を受
けた者の氏名、その生年月日、犯
罪事実、執行場所に限り公開され
ています。しかし、それだけでは死
刑制度の存廃を含め、死刑制度
の在り方を検討するには十分な
情報開示ではありません。日本は
2023年に国連から「秘密処刑を
やめよ」との勧告を受けています。
そこで死刑執行情報がなぜ秘密
にされているのか、そもそも情報
開示の意義は何なのかを学ぶた
め、死刑執行にかかる行政文書
の情報公開請求事件で、代理人
を務める江村智禎弁護士（大阪
弁護士会）をお招きし、公開セミ
ナーを開催しましたので内容をご
紹介します。

死刑執行に関する
情報開示の変遷2

死刑執行に関する情報開示の
現状は、決して当たり前ではありま
せんでした。なんと明治時代には
新聞記者や学生が刑場に入って
死刑執行を参観することが許可
されていて、被執行者の様子、最
後の言葉のほか、遺体の状況と
いった生 し々い執行の様子まで伝
える記事が新聞に掲載されていま
した。ところが明治時代末期から
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次第に情報公開が制限され、つい
に死刑執行の事実すらリアルタイ
ムに公表することは無くなってしま
いました。その後1998年11月か
ら執行の事実と被執行者数が公
表されるようになり、2007年12月
からは現在と同様の情報開示が
行われるようになりましたが、それ
から20年近く情報開示は進んで
いないのが現状です。
刑場の公開については2010年
7月にマスコミに公開されたのを
最後に非公開とされ、未だに非公
開です。1980年代前半頃までは
司法修習生が刑場を見学するこ
とがありましたが、現在は一切行
われていません。また、司法記者ク
ラブや弁護士会からの刑場視察
申入れは一切拒否され、以前は
一部の拘置所で行われていた視
察委員会委員による刑場視察も
行われていないのが現状です。

なぜ死刑執行の情報は
秘密なのか？3

情報公開で開示された死刑執
行に関する行政文書はほとんど
が黒塗りで開示されていますが、
国はなぜここまで死刑執行の情
報を秘密にするのでしょうか。江
村弁護士は「不都合な真実は隠
す」というのが理由だと断じまし
た。実は、現在の執行方法である
絞首刑については、1924年の

「行刑制度調査答申書」で絞首
刑の苦痛や惨状を踏まえ、執行方
法の改善を求められています。そ
してこの国の方針は現在も変わっ
ていないとのことです。「絞首刑
が残虐であるため死刑執行情報
を一般の市民に対して秘匿するこ
ととなったのではないか」と江村
弁護士は指摘していました。

死刑執行にかかる情報
開示はなぜ必要か？4

江村弁護士は、情報公開の必
要性として次の3点を挙げていま
した。①適正な手続が取られてい
るかを検証する必要、②広範な議
論の前提として必要、③死刑の適
否を判断する裁判員への情報提
供として必要とのことです。
確かに現状では、現在の死刑
制度が憲法36条の「残虐な刑
罰」に該当するか、死刑確定者が
心神喪失状態なのに執行されて
いないか（刑訴法479条1項はこ
れを禁止しています）を検証するこ
とができません。また私たち国民
が死刑の存否を議論するにして
も、死刑制度の在り方を議論する
にしても、現状では情報が不足し
ているのは明らかです。情報開示
の重要性について改めて実感で
きるセミナーでした。�
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